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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工衛星を取付けおよび切離すためのベルトまたはバンドとして設計される装置であっ
て、衛星（２）の構造体と発射機（３）の構造体とを連結し、発射時に生じる負荷に耐え
て衛星（２）と発射機（３）の両構造体を一緒に保持し、指令により火薬ユニット（９）
が作動すると衛星（２）を発射器（３）から切離し、そして最後に、自動的に前記ベルト
またはバンドを発射機（３）の安定した位置に係留する衛星取付けおよび切離し装置にお
いて、
　前記装置は、金属の開いたリングまたはバンド（１）を備え、該リングは内周面にチャ
ンネルが形成され、該チャンネルの中に、リング（１）とは異なる材料で作られた一連の
くさび形またはジョー形の部品（８）が非連続的に組込まれ、前記チャンネル内で滑動す
ることができ、
　前記装置はまた、
　前記リング（１）の両端にそれぞれ固定された２個の端部品（５）と、
　前記衛星（２）と発射機（３）との両構造体が接合する界面の個所に前記リング（１）
が取付けられたとき前記２個の端部品（５）を連結し且つリング（１）に締付け緊張力を
加えるボルト（４）と
を備え、前記ボルトは前記火薬ユニット（９）の作動により切断することができ、
　前記装置はまた、前記発射機（３）の構造体に固定された、前記リング（１）を保持す
る３個の支持（１０、１１、１２）を備え、該支持のうちの２個（１０、１１）は前記リ
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ング（１）の両端の近くに、そして第３の支持（１２）は前記リングの開き部の反対側の
個所に設けられ、前記第３支持（１２）はバネ（１３）を有し、該バネは前記リングを引
張って引離し、衛星（２）を発射機（３）から切離すことを特徴とする衛星取付けおよび
切離し装置。
【請求項２】
　前記金属リング（１）のチャンネルの断面がほぼＵ形またはＣ形であることを特徴とす
る請求項１の装置。
【請求項３】
　前記ジョー（８）の断面形状が、前記ジョーと衛星（２）および発射機（３）との界面
の角度の総合によって作られることを特徴とする請求項１又は請求項２の装置。
【請求項４】
　前記ジョー（８）が、ほぼＵ形断面の連続的なプロファイルで構成されることを特徴と
する請求項１から請求項３までのいずれか１項の装置。
【請求項５】
　前記ジョー（８）が、前記リング（１）のチャンネルの基部によって一緒に連結される
２個の個別のプロファイル（１４）によって形成されることを特徴とする請求項１から請
求項３までのいずれか１項の装置。
【請求項６】
　前記金属リング（１）がアルミニウムまたはアルミニウム合金で作られ、前記ジョー（
８）が、前記リング内で滑動するのに適した特性を有するプラスチック、または複合材料
で作られることを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれか１項の装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人工衛星を取付けおよび切離すためのベルトまたはバンド型の装置であって、
衛星とこれの発射機（ｌａｕｎｃｈｅｒ）とを構成する２個の構造体を連結し、発射時に
生じる負荷に耐えてそれら両構造体を一緒に保持し、指令により火薬ユニットが作動する
と上部構造体（衛星）を下部構造体（発射機）から切離し、そして最後に、自動的に該バ
ンドを発射機の安定した位置に係留する衛星取付けおよび切離し装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
人工衛星が所期の軌道に達したところでその衛星を発射ロケットから切離す装備を備えた
装置は従来すでに様々なものが知られている。そうした従来技術の装置の中に、ＥＰ－Ａ
－０　２６７　２７９号に記載されている宇宙船の相互に切離し可能な２つの部分のクラ
ンプ（ｃｌａｍｐ）がある。宇宙船のそれら２個の切離し可能部分はそれぞれ、周囲に溝
のある傾斜したリム（ｒｉｍｓ）を備え、クランプはこれらリムを把持する。クランプは
保持器を備え、これら保持器は内側が両切離し可能部分のリムに合わさる形状にされ、そ
して緊張バンドによってつながれている。各保持器は剪断ピンを有し、このピンが両リム
の溝に係合して、宇宙船の２つの切離し可能部分の間に直接荷重を伝達する。
【０００３】
他の衛星取付けおよび切離し装置がＥＰ－Ａ－０　７６８　２４１号に記載されている。
この装置は、発射ロケットに装架されて、これを衛星に締結するアダプタ（ａｄａｐｔｅ
ｒ）、このアダプタの上部フープ（ｈｏｏｐ）にネジ留めされる取付け部品、ストリップ
金属の緊張バンド、薄壁の円筒体を有し、衛星の下部フープに当てられる、衛星を取付け
るための湾曲した金属部品、および、２つの回転軸をもった締付けカムを備える。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そのような従来技術の状況に対して、本出願人は、現在知られている衛星取付けおよび切
離し装置に較べて著しく進歩し、その機能特性を大きく改良する新規な衛星取付けおよび
切離し装置を開発し提供する。
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【０００５】
【課題を解決するための手段】
そのために本発明の衛星取付けおよび切離し装置は、金属の開いたリングまたはバンドを
備え、このリングはこれの内周面にチャンネル（ｃｈａｎｎｅｌ）が形成され、このチャ
ンネルの中に、リングとは異なる材料で作られた一連のくさび形またはジョー形（ｊａｗ
－ｓｈａｐｅｄ）の部品が非連続的に組込まれ、そのチャンネル内で滑動することができ
、該装置はまた、前記リングの両端にそれぞれ固定された２個の端部品、前記衛星と発射
機との両構造体が接合する界面の個所に前記リングが取付けられたとき前記２個の端部品
を連結し且つリングに締付け緊張力（ｔｅｎｓｉｏｎ）を加えるボルトを備え、このボル
トは火薬ユニットの作動により切断することができ、該装置はまた、前記発射機の構造体
に固定された、前記リングを保持する３個の支持即ち支持部を備え、これら支持のうちの
２個は前記リングの両端の近くに、そして第３の支持はそのリングの開き部の反対側の個
所に設けられ、その第３支持はバネを有し、このバネは前記リングを引張って引離し、衛
星を発射機から切離せるようにする、ごとき構成を備える。
【０００６】
金属リングの内周面に形成されるチャンネル（ｃｈａｎｎｅｌ）は様々な断面形状にする
ことができるが、その断面は好適にはほぼＵ形またはＣ形にされる。
【０００７】
同様にジョー（ｊａｗｓ）の断面もその適用条件に応じて様々な形状にすることができ、
例えば、衛星および発射機との界面の角度の総合で作ることができよう。
【０００８】
ジョーは好適には、ほぼＵ形断面の連続的なプロファイル（ｐｒｏｆｉｌｅ）で構成され
る。また変化形実施形態として、ジョーは、前記リングのチャンネルの基部によって一緒
に連結される２個の個別のプロファイルによって形成される。
【０００９】
本発明によれば前記金属リングはアルミニウムまたはアルミニウム合金で作られ、そして
前記ジョーは、そのリング内で滑動するのに適した特性を有するプラスチック、複合材料
、あるいはその他の材料で作ることができる。
【００１０】
【発明の実施形態】
本発明をさらに完全に理解できるようにするため、以下に添付図面を参照してより詳細な
説明を続ける。
【００１１】
図面に示されるように、本発明の人工衛星取付けおよび切離し装置は、割り（ｓｐｌｉｔ
）を入れられた金属のリングまたはバンド１で構成される。この金属リングは、衛星２の
構造体と発射機３の構造体とが接合する界面においてそれら両構造体を取巻いて延在する
。金属リングまたはバンド１は、これの両端にそれぞれ固定される２個の端部品５どうし
を連結するボルト４によって締付け緊張力を加えることができる。ボルト４は、衛星２を
発射機３から切離す場合、火薬ユニット９の作動によって切断できる。バンドまたはリン
グ１に加えられる締付け緊張力は、衛星２と発射機３との両構造体の界面フープ（ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　ｈｏｏｐ）６と７の間に圧力を生じさせ、これによりその圧力が存在する
限りそれら２個の構造体は一緒に保持される。
【００１２】
金属バンド１に加えられる締付け緊張力は、そのバンドの内周面のチャンネルの中に組込
まれる一連のくさび形またはジョー形の部品８により圧力に変換されてフープ６と７に伝
達される。それらジョー８は相互に非連続的に、即ち図３に明瞭に示されるように相互に
離間してチャンネル内に組込まれる。図３にはそれら個別のジョーが符号８′で指示され
ている。その非連続性によってそれらジョーはバンド１内で滑動することができ、これに
より締付け緊張力が均等に分布されるようになる。
【００１３】
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図面に示されるようにリング１はほぼＣ形またはＵ形の断面形状にされる。しかしリング
のその他の断面形状も可能である。
【００１４】
最後に、ジョー８の断面形状もそれぞれの場合の態様に合わせていろいろに変えられる。
例えば、衛星２および発射機３との界面の角度の総合で変わってくる。さらにジョー８は
、図２、図３、図５、図６に示されるようにほぼＵ形断面の連続的なプロファイルで構成
することもできるし、あるいはまた、図７に示されるようにリング１のチャンネルの基部
によって一緒に連結される２個の別個のプロファイル１４で形成することもできる。
【００１５】
発射機３の構造体は、衛星２を発射機３から切離すためにリング１が開かれたとき、その
リングを保持するための３個の支持即ち支持部１０、１１、１２を備える。支持１２はバ
ネ１３を備え、このバネはリング１を引張り、そこで、リング１が開くまでそのリングに
よって一緒に保持されていた両構造体（衛星２と発射機３）からリングを引離すように働
く。
【００１６】
本発明の衛星取付けおよび切離し装置は様々な直径の衛星に適用でき、また衛星とその発
射機を一緒に連結させておくに必要な様々な締付け緊張力を掛けることができる。本発明
の実施形態の実例として、典型的に直径１．３ｍの衛星２で、バンドまたはリング１に２
．５ＭＴの張力が掛けられる場合、そのリング１は、これの幅ａが３８ｍｍ、厚さｂが２
０ｍｍ、ジョー８のＵ形プロファイルのウィング（ｗｉｎｇｓ）の厚さｃが４ｍｍ、そし
てそれらウィングの傾斜面の作る角度γが３０°になるようにすることができよう。
【００１７】
いうまでもなく上記の様々な値は単なる具体例に過ぎず、最終的な分析から実際に適用さ
れる諸条件を考え合わせてそれら値が決められる以外は、限定的なものではない。
【００１８】
また、図５に示される角度αとβは例えば１５°と６°にとることができる。
【００１９】
次に本発明の装置の操作の行われる態様について述べる。
【００２０】
締付けボルト４に固定されている火薬ユニット９が指令により作動すると、ボルト４は切
断され、そこでリング１は元の形状に復帰するように動いて開き、そして最終的に、発射
機３の構造体に固定された３個の支持１０、１１、１２内に保持、即ち係留される。それ
ら３個の支持のうち、リング１の両端に近い２個の支持１０と１１はリングが開き続ける
のを阻止し、そしてその反対側の支持１２はバネ１３によってリングを引張ることにより
、リングによって保持されていた構造体２、３からリングを引離し、それら構造体をリン
グの把持から自由にする。
【００２１】
本発明の装置の長所は、リング１が衛星の周囲全体に亘って連続的であるのでより堅固に
なり、これによって従来のバンド装置よりも大きな負荷に耐える（従ってより大きな重量
の衛星を支持する）ことができることである。またジョー８が界面要素として使用される
が、このような要素は一方において、リング１の製作誤差により好く合わせることができ
、また他方において、リング１の構造的な必要条件を、衛星２およびキャリヤ２の両構造
体とリングとが接触するための必要条件から切離すことができるのである。
【００２２】
同様に、本発明の装置が連続的な金属リング１を使用することによる利点として、そのリ
ングの帯の機械的な緊張力の代りに熱応力（締付け力）を利用することができ、またそれ
ら２種類の緊張力を組合せて利用することも可能である。熱応力はさらに、金属バンド１
によって加えられる緊張力を均等にするのに役立つ。
【００２３】
以上の説明は本発明の本質的な諸特徴となるものを総体的に述べている。しかし本発明は
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発明は特許請求の範囲によってのみ規定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の人工衛星取付けおよび切離し装置による衛星と発射機の連結を示す斜視
図である。
【図２】本発明の装置が衛星と発射機に適用される形態を示す断面図である。
【図３】本発明の装置を構成する金属バンドの一部と幾つかのジョーを示す斜視図である
。
【図４】本発明の装置を構成する金属バンドとこれを発射機に保持する支持を示す斜視図
で、（ａ）は金属バンドが閉じ、（ｂ）は開いたところを示す。
【図５】ジョーの内面の傾斜角度を示す断面図である。
【図６】Ｕ形プロファイルのジョーが組込まれた本発明の装置の金属バンドの断面図であ
る。
【図７】２個の個別のプロファイルの形のジョーが組込まれた本発明の装置の金属バンド
の断面図である。
【符号の説明】
１　金属バンド
２　衛星
３　発射機
４　締付け緊張ボルト
５　端部品
６　界面フープ
７　界面フープ
８　ジョー（Ｕ形プロファイル）
９　火薬ユニット
１０　支持
１１　支持
１２　支持
１３　バネ
１４　ジョー（個別形プロファイル）
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